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くらし人権課 課長：勝見、担当：丹羽 

 

デジタル回覧板利用に関するアンケート調査 ご協力のお願い 

 

デジタル回覧板の本運用開始から８ヶ月経過しました。事業の成果を確認するために、

アンケート調査を実施します。１発信者（自治会長）に対するアンケートと２閲覧者に対

するアンケートを実施しますので、ご協力をお願いいたします。 

 

１ 発信者（自治会長）に対するアンケート 

下記の QR コードを読み取り、アンケートにご回答いただきますよう、お願いいたしま

す。QRの読み取りが難しい方は、この紙で回答いただいても構いません。 

（回答期限：令和７年12月 26日（金）） 

【参考】アンケート内容 

 

回答者： 第     区                  町内会 

 

Q1．デジタル回覧板サービスを利用していますか 

 

□ 利用している  Q2へお進みください 

□ 利用していない 

（理由：                       ）以上でアンケート終了です。 

□ 利用していないが、今後利用したい  以上でアンケート終了です。くらし人権課にご相談ください。 

 

Ｑ2．Q1で「利用している」と回答された方に、お尋ねします。 

  負担は軽減されましたか 

 

□ 大変軽減された 

□ やや軽減された 

□ かわらない 

□ やや負担が増えた 

□ 大変負担が増えた 

 

Q3．デジタル回覧板サービスを利用した満足度は次のどれですか 

 

□ 非常に満足 

□ やや満足 

□ どちらともいえない 

□ やや不満 

□ 不満 

 

ご協力ありがとうございました。 

                                     裏面あり  
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２ 閲覧者に対するアンケート 

デジタル回覧板閲覧者の利用満足度調査を、デジタル回覧板アプリ内のアンケート機能

を使って実施中です。（回答期限：令和８年１月31日（土）） 

 ご協力をお願いします。 

 

 

【参考】アンケート内容 

 

Q１．デジタル回覧板サービスを利用した満足度は次のどれですか 

 

□ 非常に満足 

□ やや満足 

□ どちらともいえない 

□ やや不満 

□ 不満 

 

 

ご意見がある場合は、町内会・区自治会を通してご意見いただければ幸いです。 

 

ご協力ありがとうございました。 

＜問合せ＞ 

くらし人権課 くらしグループ 担当：丹羽、河村 

 電話 0572-22-1134（直通）FAX 0572-25-7233 

 ﾒｰﾙ kurashi-jinken@city.tajimi.lg.jp 


